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適合証明技術者登録申請・講習申込について【『登録窓口：福島』用】 

 
※既存住宅状況調査技術者登録が登録要件となっておりますのでご注意ください。 
 
 登録窓口      

 

   一般社団法人福島県建築士事務所協会 
    

 〒９６０－８０６１ 

      福島市五月町４－２５ 福島県建設センター５階 

 

    電話：０２４－５２１－４０３３   FAX：０２４－５２１－５０８７ 

 

 登録期間      

   令和４年８月１日（月）～９月５日（月） 

    

 必要書類  

 適合証明技術者業務講習情報（下記URL）にてご確認ください。 

 https://www.kyj.jp/ntj/info.html?20210802 

 

 

【適合証明技術者の登録に必要な書類】 

      １「申請書」（１枚）  ※押印３ヶ所（記入例参照） 

               

    ２「適合証明業務に関する確認書」（１枚） ※押印２ヶ所（記入例参照） 

          ※登録開設者が法人の場合は、法務局届出の代表者印を押印して下さい。 

          ※登録開設者名（個人である場合）及び適合証明技術者氏名欄は、自署して 

ください。いずれもシャチハタは不可。 

      ３「適合証明技術者業務講習」受講申込書（１枚） 

      ４ 建築士事務所登録を証する書類（建築士事務所登録通知書）の写し（１枚） 

          ※登録後、変更があった場合は変更届を含みます。     

      ５ 登録する建築士免許証の写し （１枚） 

      ６ 既存住宅状況調査技術者修了証明書または資格者証の写し （１枚） 

         ※登録申請時ではなく、令和４ 年１ ２ 月中旬頃まで（受講後）の提出でも可。 

      ７ 建築士の写真（縦3.0㎝×横2.4㎝） （２枚） 

         ・カラー写真となります。白黒不可。スナップ写真は不可。 

        ・無帽、無背景、正面（胸部より上部分）を写した証明写真で令和4年４月以降 

に撮影したもの。 

          ・条件にあっていれば、デジタルカメラで撮影したものでも可。 

（スナップ写真は不可。） 

     ８ 運転免許証またはパスポート等の公的機関発行の写真付き資格証等の写し（１枚） 

           ・カード型建築士免許証の写しは不可。 

 

 登録料等  

 今年度より既存住宅状況調査技術者登録の更新に合わせて、ご希望の有効期限に応じた登録料でお申込い

ただけます。 

登録料 受講料 テキスト代 合計 

【１年間】 ６，１６０円  

 ９，３５０円 

 

４，９５０円 

【１年間】２０，４６０円 

【２年間】１２，３２０円 【２年間】２６，６２０円 

【３年間】１８，４８０円 【３年間】３２，７８０円 

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

可能 

https://www.kyj.jp/ntj/info.html?20210802
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また、標識は購入希望者のみ販売（受注生産 ￥２，２００税込）となります。ホームページ（フラット

35(中古住宅)等適合証明技術者支援情報 | 日本建築士事務所協会連合会 (kyj.jp)）より注文書をダウンロー

ドし、指示に従ってください。必ず購入する必要はありません。 

 

    ≪希望者のみ≫                                             

      「適合証明技術者」登録標識      ２，２００円  （税込）  

                  

 なお、一旦納付された受講料は、天災等の理由で講習が中止された場合を除き返還できませんので、 

ご了承ください。 

 

  申請方法  

 

 申請方法は下記２通りからお選び願います。コロナウィルス感染拡大防止のため、持参での申込は行いま

せんのでご了承ください。 

   

  １）現金書留にて送付の場合 

   （領収書については、講習会終了後に証明書等と一緒にお渡しします。） 

    上記「必要書類」１～８の書類を同封の上、上記「登録料等」を参考にして料金を現金書留で登録

   窓口に送付して下さい(８月３１日必着)。申請書等の関係書類は折りたたんで同封していただいても

   別封筒にて送付していただいても構いません。なお、送料は各自ご負担願います。 

 

    【送 付 先】〒９６０－８０６１ 福島市五月町４－２５ 福島県建設センター５階 

          （一社）福島県建築士事務所協会 まで 

 

  ２）料金を指定銀行口座に振込み後、書類を送付の場合 

   （領収書については、講習会終了後に証明書等と一緒にお渡しします。） 

    上記「登録料等」を参考にして料金を下記口座にお振り込みいただき、「必要書類」１～８に加え

   振込受付書（利用明細書）の写しを添えて、配達記録の残る方法（簡易書留や宅配便など）にて送付

   して下さい(８月３１日必着)。なお、振込手数料及び送料は各自ご負担願います。 

    

    【振込口座】東邦銀行中町支店 普通預金 口座番号４８０４４４ 

           名義：一般社団法人福島県建築士事務所協会 会長 渡邉  武 

    

    【送 付 先】〒９６０－８０６１ 福島市五月町４－２５ 福島県建設センター５階 

          （一社）福島県建築士事務所協会 まで 

 

 注意事項  
 

Ａ．講習会の受講は登録要件となっております。福島県での開催はありません。オンライン講習のみと

なります。受講しない場合は証明書は交付できません。また、登録予定建築士以外の受講（代理受

講）は認めません。 

  

 B．講習を受講しない場合であっても、受講料は返還いたしませんのでご了承ください。 

 

C．登録証明書は令和５年3月以降、登録開設者宛に簡易書留で郵送します。 

   

https://www.kyj.jp/ntj/index.html
https://www.kyj.jp/ntj/index.html

